
様式２

情報セキュリティ遵守事項について

１．基本的事項

受託者は、独立行政法人農林漁業信用基金（以下「基金」という。）から提供

された個人情報等の情報や受託業務を通じて取得した情報（以下「重要な情報」

という。）の重要性を認識し、これらの取扱いにあたっては、情報漏えい等のセ

キュリティ事故（以下「事故」という。）が発生することのないよう適切に取り

扱わなければならない。

２．目的外利用の禁止

受託者は、基金の指示又は承諾があるとき以外は、この契約による業務を処理

するに当たって知り得た情報を、契約の目的外に利用し、又は第三者に提供して

はならない。

３．情報セキュリティ対策における管理体制

受託者は、重要な情報の管理に責任を持つ責任者（以下「管理責任者」という。）

を選任し、重要な情報の管理体制について、受託業務の開始前に基金に届け出な

ければならない。

４．意図せざる変更が加えられないための管理体制

受託者は、従業員、再委託先、若しくはその他の者による不正が見付かった際

に、基金と受託者が連携して原因を調査及び排除できる管理体制を整備しなけれ

ばならない。

５．教育の実施

受託者は、重要な情報の管理責任者及び従業員に対し、この遵守事項の内容を

周知徹底し、その遵守に必要となる教育を行わなければならない。

６．情報の提供

受託者は、資本系・役員等の情報、事業の実施場所、従業員の所属・専門性（情

報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報を提供し

なければならない。



７．事故発生時における対処方法

受託者は、事故が発生した場合に備え、信用基金に対し、速やかに報告できる

緊急時の連絡体制を整備しなければならない。

８．その他脅威に対する情報セキュリティ対策

受託者は、役務内容を一部再委託する場合、再委託されることにより生ずる脅

威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう情報セキュリティ対策を実

施しなければならない。

９．秘密の保持

受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た情報を他に漏ら

してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

受託者は、契約終了後速やかに重要な情報の現物、複製、要約及び業務におい

て直接発生した二次情報を信用基金に返却又は廃棄しなければならない。

１０．履行状況の報告等

基金は受託者に対し、この遵守事項に基づく情報セキュリティ対策の履行状況

について報告を求めることができる。

基金は、履行状況の確認等のため、情報セキュリティ及び個人情報の取扱いに

ついての監査を実施することができる。

１１．契約の解除及び損害賠償

基金は、受託者がこの契約による業務を処理するにあたって、この遵守事項に

違反していると認めるときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができ

る。

１２．その他

受託者は、この遵守事項の解釈について質疑が生じたとき、又はこの遵守事項

に定めのない事項については、基金と協議の上、定めるものとする。


